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川口市立医療センター わたなべ　 　な　 み

がん　けん　か　すい

形成外科　渡部  奈見

まぶたのふさがり（眼瞼下垂症）

すこやか生活習慣ワンポイントアドバイス
健 康 ガ イ ド
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スポーツを楽しむのに適した季
節になりました。
今月は「スポーツ」と「秋」を紹介
します。

g障害福祉課
　i048-259-7926
　k048-259-7943
　

手話講座
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　「
前
職
は
お
笑
い
芸
人
だ
っ
た

ん
で
す
よ
。」
と
驚
き
の
過
去
を

笑
顔
で
語
る
そ
の
人
は
、
祖
父
の

代
か
ら
の
造
園
会
社
を
切
り
盛
り

す
る
朝
倉
さ
ん
。
人
に
喜
ん
で
も

ら
う
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
徹
底
的
に
突
き
詰
め
る
丁
寧
な

仕
事
に
、
信
頼
が
集
ま
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
人
を
喜
ば
せ
笑

顔
に
す
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。

高
校
卒
業
後
、
自
分
は
人
を
笑
わ

せ
る
、
と
芸
人
の
道
へ
。
家
業
を

継
ぐ
も
の
と
信
じ
て
い
た
祖
父
と

父
は
猛
反
対
。
取
っ
組
み
合
い
の

け
ん
か
の
末
、
家
を
飛
び
出
し
始

め
た
芸
人
人
生
は
１
畳
１
間
の
ア

パ
ー
ト
か
ら
だ
っ
た
。

　
ネ
タ
を
考
え
て
は
劇
場
で
披
露

す
る
日
々
。
全
て
は
芸
の
肥
や
し

と
、水
族
館
で
の
魚
の
解
説
員
や
、

中
学
校
で
の
一
日
教
師
な
ど
何
で

も
や
っ
た
。
お
金
も
な
く
、
決
し

て
順
風
満
帆
で
は
な
か
っ
た
が
、

笑
顔
が
絶
え
な
い
充
実
し
た
時
間

の
連
続
だ
っ
た
。

　
見
知
ら
ぬ
土
地
で
一
か
ら
力
を

試
そ
う
と
「
佐
渡
島
お
笑
い
親
善

大
使
」に
応
募
。
見
事
オ
ー
デ
シ
ョ

ン
で
そ
の
座
を
勝
ち
取
っ
た
も
の

の
、
慣
れ
な
い
環
境
も
あ
り
、
始

め
は
誰
も
見
向
き
も
せ
ず
、
客
席

は
ガ
ラ
ガ
ラ
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

芸
を
磨
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
地

域
の
祭
り
に
参
加
し
、
米
の
収
穫

を
手
伝
う
な
ど
、
た
だ
島
民
に
喜

ん
で
も
ら
お
う
、
そ
の
一
心
で
努

力
を
重
ね
た
。
次
第
に
、
芸
の
幅

も
広
が
り
、
島
を
離
れ
る
と
き
に

は
会
場
に
入
り
き
ら
な
い
程
の
島

民
が
駆
け
付
け
、
そ
の
場
は
た
く

さ
ん
の
笑
顔
で
溢
れ
た
。

　
芸
人
と
し
て
の
手
応
え
を
感
じ

始
め
て
い
た
と
き
、
家
族
か
ら
家

業
の
行
く
末
を
案
じ
る
相
談
が

あ
っ
た
。
悩
み
に
悩
み
、「
芸
人

と
し
て
多
く
の
人
と
触
れ
合
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
を
体
験
で
き
た

こ
と
は
、か
け
が
え
の
な
い
財
産
。

こ
こ
で
得
た
知
識
や
経
験
を
地
元

に
還
元
し
て
い
こ
う
。」
と
、
川

口
に
戻
る
決
意
を
固
め
た
。

　
造
園
業
に
就
い
て
か
ら
は
、
住

民
か
ら
の
「
困
っ
た
」
を
解
決
す

る
た
め
、
精
力
的
に
取
り
組
む
。

伐
採
の
依
頼
一
つ
と
っ
て
も
、
す

ぐ
切
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
ず
、

問
題
は
何
な
の
か
、
害
虫
か
、
落

葉
か
、
最
善
策
を
見
つ
け
出
す
。

そ
の
誠
実
な
仕
事
ぶ
り
に
、
住
民

か
ら
返
っ
て
く
る
の
は
心
か
ら
の

感
謝
と
笑
顔
だ
。

　「
提
供
す
る
も
の
が
違
う
だ
け

で
、
人
に
喜
ん
で
も
ら
う
、
人
を

笑
顔
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、

芸
人
も
造
園
業
も
同
じ
で
す
。」

植
木
の
ま
ち
川
口
発
展
の
た
め
力

を
尽
く
す
そ
の
先
に
は
、
こ
れ
か

ら
も
笑
顔
の
輪
が
広
が
っ
て
い

く
。（
隼
）

笑
顔
を
届
け
る

は
ち
ご
ー
ろ
く

ち
け
ん

が
っ
き

　最近、まぶたのふさがりを感じることはありませんか？視野が狭
くなった、ものが見えにくくなった、目が開けづらくなった、目が
疲れやすい、これらの症状が当てはまる場合、眼瞼下垂症の可能性
があります。
　眼瞼下垂症とは、上まぶたが十分に上がらない状態のことです。
まぶたは付着する２種類の筋肉が、瞼板と呼ばれる硬い板を引っ張
り上げることで開きます。筋肉と瞼板は、腱膜という組織でつな
がっており、これが加齢によりたるんでくるとまぶたが上がりにく
くなってしまいます。多くは加齢が原因で、皮膚のたるみや筋肉の
衰えも、加齢性眼瞼下垂症の原因となります。
　まぶたが上がらないため、おでこの筋肉で代償しようとし、まゆ
毛の位置が高くなったり、額のしわが目立つようになります。ま
た、頭痛や肩こりの原因になることもあります。

　これらを改善するために、たるんだ皮膚
を切除し、伸びた腱膜を縫い縮める手術が
あります。術後は視野が広がり、頭痛や肩
こりの改善も期待できます。
　まぶたのふさがりを感じたら放置せず、
まずは形成外科を受診してみましょう。

ア 

オ
ー
ン
ズ

がんの予防には、生活習慣の見直しと
定期的ながん検診が重要です
　がんは日本人の死因の第1位です。現在日本人の2人に1人はがんに
かかり、3人に１人ががんで亡くなります。がんは、全ての人にとって身近
な病気ですが、生活習慣の見直しによって「なりにくくする（予防する）」
ことができる病気です。

　がんを予防する生活を心がけていても、100％予防することはできま
せん。
　がん検診を受けることによって、自覚症状がない早期の段階で発見
できる可能性があります。新型コロナウイルス感染症の流行により検診
を控えることで、がんの早期発見・早期治療の機会を
逸することが懸念されています。マスクの着用や手指
の消毒などの感染予防に十分注意し、定期的にがん検
診を受けましょう。
市のがん検診は、令和4年２月末まで実施しています。
詳細は、地域保健センターまでお問い合せください。
g地域保健センター　i048-256-2022　k048-256-2023

前方から顔に
風を送るよう
に、両手をあお
ぐような動作
を数回行いま
す。

秋

両方の手のひ
らを開き、走る
ように体の左
右で交互に回
します。
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本
人
自
筆
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定期的にがん検診を受けましょう

がん発生のリスクを下げるためのポイント

禁煙

適度な運動

バランスの
とれた食生活

適正体重
の維持
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安全に食べられる期限のこ
とで、期限を過ぎたら食べ
ないでください。

買い物前に冷蔵庫を確認
し、必要な物だけ買いま
しょう。

冷凍保存や残った料理の
リメイクなど、食べきる
工夫をしましょう。

自分が食べきれる適量を
知り、小盛りや小分けを
上手に活用しましょう。

問い合わせ…納税課　　　i048-259-7949　k048-258-4805
　　　　　　国保収納課　i048-259-7671　k048-258-4087

問い合わせ…資源循環課　i048-228-5370　k048-228-5322
　　　　　　

　令和２年度の税収はおよそ９８４億円、収納率は97.３％となる見込みです。多く
の皆さんが納期内に税金を納めている一方、督促をしても納めないかたに対し、本
市は税負担の公平性の観点から差し押さえなどにより、厳正に対処しています。
　納められた税金は、コロナ禍における市保健所の運営や子育て・保育環境の充実、
市内経済の活性化、都市基盤整備の推進などに活用されています。
　今後も税収入を確実に確保するため、本市をはじめ県内６３市町村と埼玉県では
「ストップ！滞納」を合言葉に徴収対策を進めていきます。

滞
納

埼
玉
県
と
県
内
63
市
町
村
の
合
言
葉

10月～12月は滞納整理強化期間

納税が困難なときはご相談ください

食べることができる食品が廃棄されてしまうことを「食品ロス」といいます。日本では1人1日あたり
130グラム（お茶碗一杯分）、年間で約47キログラムにもなります。日本全体では毎日10トントラック
約1,640台分の食品が捨てられています。「もったいない」を意識して食品ロスを減らしましょう。

おいしく食べられる期限の
ことで、期限を過ぎてもす
ぐに食べられなくなるとい
うことではありません。

食品ロスの約半分は家庭から！

　特別な事情があり、市税などを納期限まで
に納めることができない場合、分割での納付
や、納期限を延長することができる場合があ
ります。早めにご相談ください。
　また、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）によ
る生活改善型納税相談も実施しています。
●ＦＰ納税相談開催予定日
　令和４年１月25日㈫※要予約

　納期限を過ぎると、納付日までの日数に応
じて延滞金の計算を行います。計算の結果、
千円を超えると支払いの必要が生じます。利
率は年により異なり、本年は年利８.8％（最初
の１カ月は２.5％）です。

　地方税法では、税金を滞納した場合は、財
産を差し押さえ、処分することにより徴収しな
ければならないと定められています。差し押さ
えを受けると、所有する財産の処分が自由に
できなくなり、市が権利を得て、税金に充当し
ます。市が差し押さえる財産には、主に次のよ
うなものがあります。
●給与・賞与・年金　　●売掛金
●預貯金・生命保険　 ●不動産
●自動車　●捜索で発見された動産

　市税などの納付には、安全・確実・便利な口
座振替をご利用ください。

延滞金が発生する場合があります

差し押さえ（滞納処分）

口座振替をご利用ください


